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策定年月日 2022/12/20

施設名称 所管所属名称

大分類 公用施設 中分類 防災関係施設 小分類 防災無線
施設

構造 鉄骨造 用途 防災無線施設 建築日 2001/2/9

経過年数 21 耐用年数 38 目標使用年数 49.4

運営方式 直営 管理者名称 防災推進課 全延床面積（㎡） 6.24

所在地

必要性の有無 有

防災推進課

施設情報

　職務遂行に必要不可欠な施設であり、適正な維持管理が必要であることから、今後も適切
な維持管理に努める。
　日常点検・定期点検を引き続き実施し、損傷が見つかった場合は速やかに対策を行うととも
に、計画的な補修工事等を行うことで予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。

　建築後２１年を経過しているが、平成２８年度の無線機器更新に合わせて補修が行われて
いる。また、定期点検により損傷が見られた場合は細かく修繕を加えているため外壁、屋根
等に支障なく運用できている。
　他の中継所と同様に防災行政無線の中継所として重要な施設であり、使用ができない場合
は県の防災施策に影響があることから、毎年の定期点検により損傷が見つかった場合は速
やかに対策を行う。

別添「県有建築物保全点検調査結果票」のとおり

４　当該施設の必要性

５　施設ごとの今後の対策

６　対策内容，時期及び概算費用

別添短期保全計画表のとおり。

設置根拠規定等

必要性の判断理由

管理に関する基本
的な考え方を踏まえ
た施設の管理方針

施設間・対策間の優
先順位の判断内容

個別施設計画様式

業務内容 行政組織規則第11条の2防災推進課第7号

県の防災行政無線の中継拠点であり、県の防災対策上重要な施設である。

地方自治法第155条第1項、第156条第1項

石巻市雄勝町小島字和田１７番８

１　対象施設・施設概要

公共施設等総合管理方針施設分類

主要建物概要

２　計画期間

令和5年から10年間

３　点検・診断によって得られた個別施設の状態

小島中継所



様式２ 短期保全計画表 小島中継所

（金額単位：千円）

5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

点検・診断 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 0

修繕 11 11 11 11 11 11 11 11 14 14 116

耐震化（非構造部材） 0

更新 0

建替 0

集約化・複合化 0

機能転換・用途変更 0

廃止・撤去 0

計 11 11 11 11 11 11 11 11 14 14 116

対策内容 計

記入方法

  〇 概ね 10 年間の年度ごとの具体的対策内容（対象部位・工事種別等）と概算費用を記入する。（点検・診断は実施年度に〇印のみ記入）

  〇 修繕（事後保全・予防保全）について、時期及び費用が特定できない場合は、各年度の概算費用として、築後年数に応じた下記単価を延べ面積に

乗じた額を記入する。

    

国土交通省 「合同庁舎・一般事務庁舎の補修費用の平均」

築後年数 10 年未満 10～20年未満 20～30年未満 30～40年未満 40 年以上

㎡あたり費用（円） 151 1,098 1,635 2,213 2,448



（参考様式：調査結果票）

㎡ 1 階建て

造

点 検 者： 21 年経過

番号 写真番号

（特記事項）

危機対策班　黒澤・岩浅    点 検 日： 2022/09/29

調 査 項 目 調 査 結 果

 2　建築物の外部

県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称： 小島中継所    延べ面積： 6.24

棟 名 称：小島中継所    竣工年月： 2001/02/09 S

要注意 □ 要是正

(6)
～(10)

外
 
壁

躯体 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ■ 支障なし

(2) 基 礎 基礎の劣化及び損傷の状況 ■ 支障なし □

□ 要注意 □ 要是正

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損傷
の状況並びに雨漏れの状況

■ 支障なし

□ 要注意 □ 要是正

 3　屋上及び屋根

□ 要注意 □ 要是正

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

■ 支障なし

要注意 □ 要是正

(2)
～(4) 屋上周り

（屋上面を除く）

パラペット，笠木の劣化及び損傷の
状況

■ 支障なし □

(1) 屋上面
屋上面の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

■ 支障なし □

要注意 □ 要是正

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正

(7)
屋根
（屋上面を除く）

屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨
漏れの状況

■ 支障なし □ 要注意 □ 要是正

 5　避難施設等

(8) 避難上有効なバルコニー 手すり等の劣化及び損傷の状況 □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 該当なし

(25)
排
煙
設
備
等

防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □ 支障なし □ 要注意 □ 要是正 該当なし

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □ 支障なし

支障なし □ 要注意 □ 要是正

□ 要注意 □ 要是正 該当なし

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 ■

16


